
船舶事故調査報告書 

令和７年１０月２２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和７年４月２７日 ０４時１０分頃 

発生場所 三重県桑名市木曽川河口の導流堤 
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灯台から真方位０６０°１.８海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３５°００.９′ 東経１３６°４５.１′） 

事故の概要  プレジャーボート ハピネスプリンは、航行中、導流堤に乗り揚げ

た。 

事故調査の経過 令和７年５月９日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート ハピネスプリン、７.３トン 

２３５－２９８６２愛知、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊 

 負傷者 なし 

 損傷 船底に擦過傷、プロペラの脱落等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北北西、風速 ３m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の末期 

日出時刻：０５時０６分 

月出時刻：０４時２５分、月齢：２８.７ 

 事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、知人３人を乗せ、三重県鳥羽市沖

で釣りを行う目的で、法定灯火を表示し、愛知県弥富市のマリーナを

出航した。 

船長は、木曽川河口付近を何度も操船した経験があり、当該海域は

小型漁船が多くいる場所であると認識していたので、夜間に操船する

場合、それらの漁船を見落とすことがないよう、目視による見張りが

行いやすいフライングブリッジで操船を行うようにしていた。 

船長は、フライングブリッジで手動操舵による操船に当たり、キャ

ビン内に装備していたＧＰＳプロッター１台を利用できなかったの

で、スマートフォンのＧＰＳ機能により位置情報を地図アプリ上に表

示させ、船位の確認を行いながら、本船を湾岸木曽川橋の橋梁下を通

過させ木曽川河口付近を約２１ノット（kn）の速力（対地速力、以下

同じ。）で南東進させた。 

船長は、地図アプリ上の現在位置が移動しない状態になり、木曽川

右岸の河口部に築造された導流堤（以下「本件導流堤」という。）の

沖側南東端に設置された簡易標識灯（黄色４秒１閃光）を目視できて

いなかったが、ふだんどおりの針路及び速力で航行していると思い、

同じ速力で操船を続けた。 



船長は、スマートフォンの地図アプリを再起動させて地図アプリ上

の位置情報を正常表示させたところ、本船が思っていたよりも西に逸
そ

れて本件導流堤に接近していることに気付いて左舵一杯を取ったもの

の、本船は本件導流堤に乗り揚げた。 

 船長は、直ちに１１８番通報を行い、救助を要請した。 

 本船は、潮位が上がるのを待って海上保安庁の船艇により引き下ろ

された後、乗船者を乗せたままマリーナから来援したボートにえい
．．

航

されて帰航した。 

（図１ 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

：のり養殖漁場 

一般財団法人日本水路協会発行の航海用電子参考図（new pec）使用 

図１ 事故発生経過概略図 

 

本件導流堤は、木曽川右岸の河口部に設けられた全長４,６８０ｍ

の導流堤で、水位が高いときには海面下となる潜堤として海図及び

ヨット・モータボート用参考図に記載されている。 

本事故当時、本件導流堤の天端
て ん ぱ

（頂部）は、海面下であった。 

本船の喫水は、船尾約１.２～１.３ｍであった。 

分析 本船は、木曽川河口付近を約２１kn の速力で航行中、船長が、ス

マートフォンの地図アプリの表示に不具合が生じたまま、船位の確認

を行わずに速力を保持して操船を続けたことから、本件導流堤に接近

していることに気付くのが遅れ、左舵一杯を取ったものの、本件導流

堤に乗り揚げたものと考えられる。 

船長は、地図アプリの表示に不具合が生じ、また、簡易標識灯を目

視できておらず、船位を把握できない状態であったものの、慣れた海

域をふだんどおり航行していると思い込んでいたことから、船位の確
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認を行わずに同じ速力で操船を続けたものと考えられる。 

原因 本事故は、夜間、本船が、木曽川河口付近を約２１kn の速力で航行

中、船長が、スマートフォンの地図アプリに不具合が生じたまま、船

位の確認を行わずに速力を保持して操船を続けたため、本件導流堤に

接近していることに気付くのが遅れ、左舵一杯を取ったものの、本件

導流堤に乗り揚げたものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、航行中、船位を確認できなくなった場合、その状況を放

置することなく、一旦停止する等して、正常に作動する他の航海

計器によって船位を確認すること。 

・小型船舶の船長は、フライングブリッジ等近くに測位するための

航海計器がない場所で操船する場合、航海情報の参照に当たって

は、地図アプリではなく、船舶検査で航海用電子参考図としての

使用が認められている航行支援アプリを使用することが望まれ

る。 

・船長は、夜間に目視では視認しづらい堤防、養殖施設、他船等の

障害物付近を操船する際は、確実に障害物との距離を保つことが

できるよう、レーダー、ＧＰＳプロッター等の航海計器を活用し

て周囲の見張り及び船位の確認を行い、安全な速力で航行するこ

と。 

 


